
INCADAD
 判例番号

申請を受けた国
（裁判を行った国）

申請国
連れ去り時の
子の年齢

事実関係 裁判所の判断 判断理由

341 英（スコットランド） 仏
6歳（男）、
3歳（女）

仏で生活していた父母が離婚。
仏での離婚手続では、父に子と
の居住、母に面会交流を認め
た。父が身体的、性的虐待を行
うとの娘の訴えもあり、母は子
を英に連れ帰った。

【返還拒否命令】
連れ去りは不法で
あるが、条約第13
条１（ｂ）に基づき返
還拒否。子に対す
る重大な危険あり。

●仏に返還した場合、適当な保護が与え
れない場合もありうる（本件では、子の連
れ去り前に、母が娘の虐待を通報したが
仏警察は証拠不足を理由に立件しなかっ
た）。（注：本件は、虐待の事実を認めた上
で、返還先国における保護の不十分さを
理由とした判例。）

998 英（スコットランド） 米 0歳（女） 母は子を連れて帰国。

【返還拒否命令】
連れ去りは不法で
あるが、返還拒否。
返還は、子を耐え
難い重大な害にさ
らす。

●母が子と戻ることが不可能な状況にお
いて子を返還することは子を耐え難い状
況に置くとの原則を承認。
●監護権を争う裁判は数ヶ月では終わり
えず、その間母が働いたり、給付金を得る
ことはできず、母の経済状況が返還の最
大の障害。
●米国で母が自らと子のために生計を立
てることが出来るのか、が主要な問題。子
の監護に係る本案手続の間、父による滞
在場所、費用の負担が約束されるのであ
れば戻ることは可能だが、父がそのような
約束を守ることについて証拠からは十分
な確証が得られない。

24
英（イングランド・
ウェールズ）

米
3歳、1歳
、1歳

別居後、父母は、子が母と生活
することに合意。母は英国に家
族を訪問してそのまま戻らず。

【返還拒否命令】
条約第13条１に基
づき返還拒否。

●母は主たる監護者であり、子は身体的
にも感情的にも母に依存していると認定。
●他方、父母双方の指名した専門家によ
る鑑定の結果、母は重度の反応性抑うつ
と認定。
●母は非常に危険な状態にあり、精神病
を煩う可能性あり。返還されれば抑鬱状態
はさらに悪化し、子を重大な危険にさらす
ことになる。

各国裁判所の裁判事案の概要
（ハーグ国際私法会議事務局判例データベース他の公開情報から取り纏めたもの）
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58
英（イングランド・
ウェールズ）

独

8歳（男）、
6歳（女）、
末子（年齢情
報なし）

母が子を英に連れ去った。

【返還拒否命令】
連れ去りは不法で
あるが、一番小さい
子について条約第
13条１（ｂ）により、
上の二人の子につ
き第13条2に基づき
返還拒否。

●上の二人の子は、裁判時にほぼ９歳及
び７歳に達しており、年齢及び成熟度にお
いて意見を聴くことが適当。二人とも独へ
の返還に反対。
●一番幼い子を兄及び姉から引き離すこ
とは、子を耐え難い苦痛におくことになる。

127 米 豪 2歳（男）
母は夫によるＤＶを理由に子を
連れて米に帰国。

【返還拒否命令】
条約第13条1（ｂ）及
び同(a)（連れ去りに
同意）に基づき、返
還を拒否。

●父のＤＶを認定し、これと父母の不調和
を考慮すれば、返還命令は子の福祉に重
大な危険を及ぼす。
●特に、母が豪で受けられる支援が比較
的限られており、返還は子をストレスが高
く、精神的に苦痛な環境におくものと評
価。

129 米 独 1歳（男）
父母別居後に子の監護につき
合意ができるが、母が子を一方
的に連れ去り。

【返還拒否命令】
返還拒否。連れ去
りは不法だが、返
還された場合子に
条約第13条１（ｂ）
の重大な害が及
ぶ。

●子は母に強く愛着を感じ、母を必要とし
ており、子を母から引き離すことにより子
が重大な害を被ることになる。
（裁判所は、母と子の間に強い結びつきが
ある場合には子の返還は子を重大な危険
にさらすという独の判例を採用。）

67 NZ 豪
11歳（男）、
8歳（男）、
4歳（女）

母と子は同居、父とは別居。母
が子を連れてNZに帰国。

【返還拒否命令】
連れ去りは不法で
あるが、一番幼い
子について条約第
13条1（ｂ）により、
上の二人の子につ
き同第13条2に基づ
き返還拒否。

●上の二人の子の返還に反対との意見
は、尊重するのが妥当。
●一番下の子は、意見を表明するには十
分なほど成熟していないが、彼女が上の
兄と引き離されることは彼女の精神的な
福祉に重大な危険を与える。
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298 仏 米
年齢情報なし
（男児3人）

母が子を連れ去り、米国に帰国
せずに仏で監護権に関する訴
訟を提起。

【返還拒否命令】
連れ去りは不法で
あるが、返還拒否。
条約第13条1（ｂ）の
精神的又は精神的
重大な害が認めら
れる。

●父による母に対する心理的プレッシャー
は、子に対して直接的な影響あり。
●父母の議論により子供達が混乱してい
ること、また、父が母に対して仏に即座に
戻らなければ殺すと脅した事実に関する
証拠も認められる。
●突然の破壊的な自殺への衝動から、父
の脅迫が実行に移される危害を見過ごす
ことはできない。

343 ノルウェー イスラエル
13歳（女）、
10歳（男）、
3歳（女）

母は子を連れて女性シェルター
に入居。母は子を連れて帰ると
の約束を守らず。

【返還拒否命令】
連れ去りは不法で
あるが、条約第13
条１（ｂ）及び第13条
2に基づき返還拒
否。

●父による母及び二人の上の子への暴力
を認定。父に戻すことは子に重大な害を及
ぼすと判断。
●上の二人の子は、裁判時にほぼ14歳と
10歳であり、成熟度と年齢は十分。二人
は返還に反対。

436 スイス 豪 5歳（男）
子の誕生前に父母は別居。母
は子を連れて帰国。

【返還拒否命令】
連れ去りは不法で
あるが、返還拒否。
条約第13条１（ｂ）
の基準を満たす。

●子は精神面での問題をかかえているた
め、子は施設におかれている状況。施設
に入所後、子は安定し、状態は改善され
た。専門家は、子を豪に返すことについ
て、子が反対しており、重大な害にさらす
と結論づけた。特に、子が旅行について悪
い記憶があり、飛行機に乗ることを拒否し
ているとした。

1324
英（イングランド・
ウェールズ）

アイルランド
8歳、6歳、
3歳

父母の不仲から、母が子を連
れて英へ帰国。

【返還拒否命令】
連れ去りは不法で
あるが、条約第13
条1（ｂ）及び第13条
2に基づき返還拒
否。

●8歳と6歳の子の返還拒否の意思は有
効。
●3歳の子を他の兄弟から引き離すことは
精神的悪影響あり（条約第13条１（ｂ）に該
当）。
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1026 米 チリ 8歳（女）
母の住むチリから父の住む米
国を訪問した際に、父が親権申
立てを行う。

【返還拒否命令】
条約第13条2に基
づき返還拒否。

●8歳の子はチリに戻ることを拒否してい
る。子に対する不当な影響があったとも認
められない。

863 フィンランド スウェーデン 14歳（女）

子は、単独の監護権を有する
父親とスウェーデンに住んでい
たが、夏休みの旅行で母を訪
ねてフィンランドを訪問。母親は
夏休みが終わった後も子を父
親の元に返還せず。

【返還命令】
連れ去りは不法で
あり、条約第13条2
に基づく返還拒否
が成立するまでに
は至っていない。

●社会福祉士による子の成熟度の鑑定結
果と子による作文から、年齢よりも幼い。
●また、子は自ら返還に反対すると述べ
ているが、必ずしも本人の自由意志のみ
による見解ではない。

335 カナダ
ニューカレドニア
（フランス）

7歳（男）、
4歳（女）

家族でカナダからニューカレド
ニアに移住するも、父がニュー
カレドニアに愛人も呼び寄せた
ため、母は子を連れてカナダに
帰国。母は父から金を盗んだと
してニューカレドニアで逮捕状
が出されている。

【返還拒否命令】
連れ去りは不法だ
が、条約第13条１
（ｂ）により返還拒
否。

●母は逮捕状が出ているため、子とともに
ニューカレドニアに戻れないが、母は子を
誕生以来ずっと面倒を見ており、子を母か
ら引き離すことは子を耐え難い状況に置く
ため、子のみ返還できないと判断。

* スイス 米
女児（年齢情
報なし）

連れ去り親は、子を連れてのス
イス旅行を申請し、２週間という
期限付で許可を得た。しかし、
期限を過ぎても両者とも米国に
戻らず。

【返還拒否命令】
母子が分離された
場合に深刻な問題
があると判断し、条
約第13条（b）に基
づき返還拒否。

●子どもを母から引き離すことは子にとっ
て重大な害を及ぼしうるが、米国の中央
当局から母親の入国について確約がない
ため返還できないと判断。

        *米国務省「国際的な子の奪取報告書」（2010年４月）
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